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流山市健全財政維持条例素案に対する意見と市の考え方

No. 該当条項 該当箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

条例素案　修正案

1 第２条

「～総合的に把握し～」→「総合的に掌握し～」又は、「～総
合的に把握し確実に掌握した上で～」

把握は、よく理解すること。掌握は、物事を思い通りに動か
せるように自分の支配下に置くこと。との意味であることか
ら、掌握に変更とすることは考えていません。 無

2 第２条

「～財政運営を行わなければ～」→「～財政運営を遂行しな
ければ～」

理由：行うは努力目標、遂行は義務的目標

本条例では、「行わなければならない」は、義務として規定し
ており、努力規定としては、「～行うように努めなければなら
ない」と統一して規定しており、「遂行しなければならない。」
と規定することは考えていません。

無

3 第４条

（財政情報の公表）
第４条　市長は、財政に関する情報を市民に分
かりやすく公表することにより、市民と情報を共
有し、財政運営の透明性の確保に努めなけれ
ばならない。

素案第4条1項に追加　“財政白書は毎年度これを発行し、
市長は当該年度の財政運営の重点政策と自らに課す数値
目標を提示しなければならない。”

現在、財政白書は、毎年発行しており、今後も発行していく
予定です。また、本市の主要事業や基本計画における施策
の数値目標については、実施計画等で公表していますが、
こうした取り組みについて、本条例に規定することは考えて
いません。

無

4 第６条

（財政計画）
第６条　市長は、総合計画における基本計画及
び実施計画の策定の際、計画期間に応じた財
政の見通しを作成し、財政計画として公表しな
ければならない。

市長は選挙で当選した3か月以内（6か月でも可）に、任期中
財政健全化にいかに取り組むかを決意を公表する。
・具体的に財政指標や地方債残高をいくらにする、というよ
うな数値を発表するのが望ましいが、初当選の場合は「基
本姿勢」「意気込み」だけでもよい。

健全財政維持条例では、市長の財政運営に関する基本事
項を定めることにより、将来にわたる健全で規律ある市の財
政運営に資することを目的としています。
市長の任期中の具体的な取り組みや基本姿勢などの決意
表明については、市長マニフェストや総合計画における目
標値の設定などの中で、具体的に公表することが考えられ
ますが、決意を公表することを、本条例に規定することは考
えていません。

無

5 第７条

自治基本条例第23条の趣旨を活かすため、一定の歯止め
が必要。
「市税の2割を超える地方債を発行する場合は必ず市民の
意見を求める」
注）最低でも「無作為抽出3,000人アンケート」など。

無

6 第７条

以下、追記する
・市長は地方債の発行において自治基本条例23条の5項を
遵守すべきとする。

無

7 第７条

素案第7条　本文前段に追加
“市長は、地方債を発行する場合においては、自治基本条
例第23条5項を遵守しなければなりません。
市民投票などの多様な方法には、市民投票、市民3000人以
上によるアンケート、延べ500人以上の市民との意見交換会
または公聴会が含まれます。“

無

8 第10条

（予算の編成）
第１０条　市長は、効果的、効率的かつ健全で
規律ある財政運営を行うため、自治基本条例第
２４条第１項の規定により実施する行政評価の
結果を、予算編成に反映させなければならな
い。
２　市長は国及び県の動向を注視し、最新の情
報を把握し、不断の歳入確保に努めなければな
らない。

この条に以下追記する
・透明性の高い財政運営をおこなうため、予算編成過程の
透明化を図り、一般会計のすべての事業について、各部要
求額、財政課査定額、及び市長査定額を公表する。（自治
基本条例23条6項により、「健全化、公開性、効率性を推進
する制度を構築する」とあるように、その具現化をはかるべ
き）

予算編成過程の透明化については、その効果について、検
証できていないため、現段階では公表することは考えており
ません。このため、本条例に規定する考えはありません。

無

（基本理念）
第２条　市長は、前条の目的を達成するため、
常に財政状況を総合的に把握し、財源を効果
的かつ効率的に活用することにより、財政を健
全に運営しなければならない。
２　市長は、持続可能な財政構造の確立に向け
て計画的に財政運営を行わなければならない。

（地方債の発行）
第７条　市長は、地方債を発行する場合におい
ては、次に掲げる事項に留意しなければならな
い。
（１）将来において市民が負担することの妥当性
（２）当該地方債に係る償還金が将来の財政運
営に与える影響

自治基本条例第23条第5項本文及び解説において、基本的
な考え方を規定していますので、本条例では改めて規定し
ていません。

【自治基本条例】
第２３条第５項　市長は、歳入における市税の２割を超える
地方債を発行する事業を実施する場合は、市民投票などの
多様な方法によって必ず市民に意見を求め、その結果を尊
重しなければなりません。

【解説】
「市民投票などの多様な方法によって」とは、すぐに市民投
票を実施するのではなく、地域でのＰＩ、アンケート、タウン
ミーティング、市民意識調査などの様々な手法による議論を
行い、それでも市民論議の意見がまとまらない場合、市長
は非常設の個別単独型の市民投票条例案を作成し、議会
の議決を経て、市民投票を行うものとします。
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No. 該当条項 該当箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

条例素案　修正案

9 第12条

（重要課題等への対応）
第１２条　市長は重要性のある新たな行政課題
に対応する場合は、その必要性、効果及び財源
を明らかにした上で対応しなければならない。

素案第12条に追記
“これを議会に報告し、かつ、市民に広く公表して行わなけ
ればならない。”

本条項では、新たな行政課題に対して大きな財政出動が避
けられない場合については、その必要性、効果及び財源を
明らかにした上で予算措置し、予算執行をすることを規定し
たもので、予算は、地方自治法第211条の規定により、議会
に議案として提出することと規定されており、広く市民に対し
ても公表していることから、本条例に規定することは考えて
いません。

無

10 第13条

（判断指標）
第１３条　市長は、地方公共団体の財政の健全
化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下
「財政健全化法」という。）に規定する実質公債
費比率及び将来負担比率を財政判断指標と
し、財政健全化法の規定に基づき国が指定する
早期健全化基準の２分の１を市独自の基準（以
下「早期警戒基準」という。）と定め、これを上回
らないように努めなければならない。

素案第13条の内、“早期健全化基準の2分の1”を“早期健
全化基準の3分の１”とする。
素案第13条に追加
　“早期警戒基準に対応する数値は財政白書において明示
するものとする。”

早期健全化基準の２分の１という基準については、地方債
残高等との関係や、経常収支比率との関係をもとに規定し
たもので、３分の１とすることは考えていません。
また、早期警戒基準に対応する数値は、財政白書に記載す
る予定ですが、その事を本条例に規定することは考えてい
ません。 無

11
第４条～第

12条

第２章　財政運営の基本原則
　財政情報の公表（第４条）
　財政状況の把握及び分析（第５条）
　財政計画（第６条）
　地方債の発行（第７条）
　基金の積立て（第８条）
　資産の活用（第９条）
　予算の編成（第１０条）
　効果的な予算執行（第１１条）
　重要課題等への対応（第１２条）

９項目の全てに「～の義務」を追加する。
理由：～義務により、より一層重みが増す。（責任感の向上）

※全てにおいて、「等」「努める」「など」の表記を持ち入らな
い事、解釈でどうにでもなるため。

各条項は、「～なければならない。」と統一して規定してお
り、ご指摘の内容については、条文の中で整理されており、
条項の見出しに「～の義務」を追加することは考えていませ
ん。

「等」や「など」の表記については、すべてを例示する事が不
可能であること、「努める」は、努力規定である事を明示する
ため使用しています。

無

12

第４条、第
５条、第１３
条に関連し

て

（財政情報の公表）
第４条　市長は、財政に関する情報を市民に分
かりやすく公表することにより、市民と情報を共
有し、財政運営の透明性の確保に努めなけれ
ばならない。

（財政状況の把握及び分析）
第５条　市長は、財政の状況を総合的に把握
し、分析を行うため、毎年度、財産の保有状況
について市が加入する組合等を含めた連結決
算を行い、次に掲げる財務諸表を作成し、公表
しなければならない。
（１）貸借対照表
（２）行政コスト計算書
（３）純資産変動計算書
（４）資金収支計算書

（判断指標）
第１３条　市長は、地方公共団体の財政の健全
化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下
「財政健全化法」という。）に規定する実質公債
費比率及び将来負担比率を財政判断指標と
し、財政健全化法の規定に基づき国が指定する
早期健全化基準の２分の１を市独自の基準（以
下「早期警戒基準」という。）と定め、これを上回
らないように努めなければならない。

提案：今回の条例案にいう２指標（条例案第13条）の動向が
緊張感をもって市民と共有できるよう、次の提案をします。
２指標の値の増大に先行し、予感させ、誘因となるような、
感度よく、数式も直截的な別の指標を別途、用意し、将来へ
の憂いに関して現況や昨今などがわかりやすい財政白書
（条例案の第4条及び第5条）に紹介できないでしょうか？
このような副指標の一例として、たとえば、①臨財対債分を
含む/含まない、でそれぞれ算出した経常収支比率、②（地
方債発行額）÷（歳入における市税）…流山市自治基本条
例第23条第5項、③市税収入を夜間(自然増と社会増ぞれ
ぞれ)や昼間の人口や事業所数などで割った指標など。
以上です。勉強になります。ありがとうございました。

市独自に別の指標を副指標として用意する予定はありませ
んが、毎年作成する財政白書の中に、主要な財政指標であ
る経常収支比率や公債費負担比率などの指標をはじめ、市
民一人あたりの決算値など、実質公債費比率や将来負担
比率に関連する指標を市民の皆様に分かりやすい形で掲
載していきたいと考えています。

無
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No. 該当条項 該当箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

条例素案　修正案

13 －

（１）制定の理由
流山市自治基本条例第２３条の規定に則り、財
政運営の健全化、公開性及び効率性を推進す
る持続可能な制度の構築を図るため、財政運
営上の基本理念や基本原則を明確にすること
により、適正な財政規律の下で財政運営を行
い、本市における、財政運営上の指針となる条
例を制定するものです。
また、この条例を遵守することにより、将来にわ
たり健全な財政運営が保たれます。

「～基本理念や基本原則を～」「や」を除く変わりに「と」にす
る。

ご指摘の箇所は、本条例素案の概要版として配付した資料
に関するもので、パブリックコメントの対象としている条例案
とは異なる箇所になります。制定の理由の文章を変更する
ことは考えていません。

無

14 －

（２）　制定の背景
地方自治体の財政破たんを未然に防ぐことを目
的として制定された「地方公共団体の財政の健
全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号）に
基づく健全化判断比率は、本市の財政状況が
健全であることを示しています。
　この健全な財政状況を、社会経済情勢の変化
等が起きた場合でも、将来にわたって維持して
いくための、独自の基準や仕組みを構築するこ
とが必要であると考え、本条例を制定することと
しました。

「～変化等が起きた～」→「～変化等の等を除く事～」 ご指摘の箇所は、本条例素案の概要版として配付した資料
に関するもので、パブリックコメントの対象としている条例案
とは異なる箇所になります。制定の背景の文章を変更する
ことは考えていません。

無
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